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合併手続の順序（宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号））

A 法 人 B 法 人

包括宗教団体の承認 包括宗教団体の承認

責任役員会の決議 合 併 契 約 案 の 作 成 責任役員会の決議

総会・総代会等の同意 規 則 の 変 更 総会・総代会等の同意

吸収合併で規則の変更を

必要とする場合 35条 1項
35条 2項

規 則 の 作 成 34条 1項 新設合併は、左

34条 1項 （新設合併の場合） の公告に 35 条 3項の公告を
合併公告 合併公告 加える

信者その他の利害 信者その他の利

関係人あて 害関係人あて

催 告 公 告 財産目録作成 財産目録作成 公 告 催 告

知れたる債 債権者宛 ・合併公告後 ・合併公告後 債権者宛 知れたる債

権者 ・同右 2週間以内 2週間以内 ・同左 権者

・同右 ・同左

34条 3項 34条 3項 34条 2項 34条 2項 34条 3項 34条 3項

＊据置期間有り ＊据置期間有り

合 併 契 約 の 締 結

（吸収合併の場合）

合併認証申請 38条
合併にかかる変更の登記

(効力発生) 57条 合 併 届

9条
所 受理通知 39条 1項 合併による解散登記 57条 解散（合併）届

轄

書 類 の 審 査

庁

（新設合併の場合）

の 現地調査

手 合併による設立登記

合併認証 39条 2項 (効力発生)57条 合 併 届

続 9条
合併による解散登記 57条 解散（合併）届

合併認証書とその謄本（必要により、認証又は変更認証した規則とそれらの謄本が

加わる）の交付


